
【学生の皆さんへ重要なお知らせ】 
 

令和７年度から修学支援制度授業料等の無償化が拡充となります 
 

 

保護者が、学生（本人）含む子供３人以上を扶養している世帯を対象に

授業料の減免を受けられることになりました。 
 

対象者・申し込みについて 

◆ 親の扶養に入っているあなたを含む兄妹３人以上の学生 

◆ 世帯収入の上限なし 

◆ 学習意欲がある者（学業成績等は毎年学校から機構へ報告） 

◆ 令和７年度４月からの給付奨学金の在学採用での申し込み 

◆ 申込期間４/８(火)～６/６(金)まで 

◆ 申込書類、詳細は事務窓口 奨学金担当まで 
 

※希望者は必ず期間内にお申込みください。          文科省ＨＰ 


